
益田市公表対象随意契約一覧（令和6年1月分）

NO 契約日 契約内容 主管部課
契約金額
（税込：円）

契約相手方 住　　所 適用条項 随意契約とした理由

1 R6.1.10 ５小災普通河川後川災害復旧工事 建設部土木課維持管理室 4,896,100 ㈲高山建設 益田市須子町45-9 施行令167条の2第1項　第8号
当工事について１度の指名入札を行ったが、不調となった。契約者は近隣で同種工事を
行った業者で地元関係者や現場状況等を熟知しており、本工事の施工について協議を
行ったところ、対応可能なため。

2 R6.1.11 益田市道路台帳調書電子化業務委託 建設部土木課 3,080,000 アジア航測㈱出雲営業所外２件 出雲市中野美保南3-3-5 施行令167条の2第1項　第2号
島根県内に営業所を有するもので過去５年間に当市発注業務を受注しており、かつ地方
自治体発注のGIS構築または投稿型ASP構築業務を受注した実績を持つ等の条件を満
たす業者を選定し、見積合わせを実施した結果によるもの。

3 R6.1.16 匹見峡温泉やすらぎの湯外部改修工事 産業経済部匹見分室 7,260,000 ㈲蔵本建設 益田市匹見町匹見イ345番地1 施行令167条の2第1項　第8号
当工事について、２度の指名競争入札を行ったが、不落札となった。契約者は２度目の
入札において応札があったため。

4 R6.1.16 旧広瀬公民館解体工事 総務部匹見分室 8,030,000 みつわ工業㈲ 益田市幸町1-38 施行令167条の2第1項　第8号
当工事について、２度の指名競争入札を行ったが、不落札となった。最低入札金額で応
札した契約者と随意契約をする。

5 R6.1.11
益田広域消防本部庁舎建設高機能消防指
令設備工事

消防本部総務課 32,890,000 NECネッツエスアイ㈱中国支店 広島市中区八丁堀16-11 施行令167条の2第1項　第2号

新消防本部庁舎への機能移転にともない、指令システムに関連する機器の移転と通信
指令棟・新消防本部庁舎間のデータ通信接続、多種多様の通信回線と電話回線網の再
構築が必要となり、コンピューターと通信機器が複雑に構成され令和５年度に部分更新
を行う指令システムを継続使用するためには、現行の指令システムを施工構築しシステ
ムに最も精通した、保守サービス委託先でもある契約者が本事業を依頼する業者に最
適と考えるため。

6 R6.1.24 清水浄水場汚泥処理業務委託 上下水道部工務課 715,000 ㈱植松 益田市白上町イ62-1 地方公営企業法施行令第21条の14第1項　第2号
市内業者で強力吸引車による産業廃棄物（汚泥）の収集、清掃及び運搬が可能な市内
業者は契約者１者であるため。

7 R6.1.11 市営諏訪住宅２号棟建設（建築付帯）工事 建設部建築課 4,950,000 斎藤建設㈲ 益田市匹見町紙祖イ8-1 施行令167条の2第1項　第8号
当工事について、２度の指名競争入札を行ったが、不落札となった。全者確認したところ
契約者のみ、随意契約に応じてもらえたため。

8 R6.1.4
地域計画属性レイヤー構築業務・農業集落
境界背景図データ作成業務

農業委員会事務局 1,216,600 国土情報開発㈱ 東京都世田谷区池尻2-7-3 施行令167条の2第1項　第2号
システムは航空写真と連動した農政業務支援システムと密接不可分な関係にあり、他の
事業者をもって代える事ができないため。

9 R6.1.29
益田陸上競技場写真判定装置等一式点検
業務

教育部協働のひとづくり推進課 660,000 サッカー＆テニスプロショップヨセフ 益田市乙吉町イ１０５‐２ 施行令167条の2第1項　第2号
現在の計測機器の製造業者によって点検を行うことしかできない。契約者は製造業者と
市内で唯一代理店契約を結んでいるため。

10 R6.1.15
特別養護老人ホームもみじの里床暖房修繕
工事

福祉環境部匹見分室 1,474,000 大畑建設㈱ 益田市大谷町３６‐３ 施行令167条の2第1項　第5号
契約者は建物を建設した業者で指定管理者が建物のメンテンナンスも依頼している。今
回も指定管理者が依頼した調査により不具合が発見されるなど建物について詳しく精通
しており、迅速な対応が可能であるため。

11 R6.1.15
郵便局型キオスク端末（セパレートモデル）
本体一式

総務部市民課 8,213,700 シャープマーケティングジャパン㈱ 大阪府八尾市北亀井町3-1-72 施行令167条の2第1項　第2号
購入機器は従来のセルフ型キオスク端末とは異なり、郵便局型キオスク端末のセパレー
トタイプとして、昨年度開発実証された機器であり、その取扱いが契約者に限られるた
め。

12 R6.1.11 七尾城跡危険木伐採業務委託 教育部文化財課 913,000 ㈱美都森林 益田市美都町都茂1076番地 施行令167条の2第1項　第5号
当該業務委託については、七尾城来訪者の安全確保の観点から倒木の危険性が高い２
６本を速やかに伐採する必要があるため。

13 R6.1.15
石見臨空ファクトリーパーク内の法面除草業
務委託

産業経済部産業支援センター 298,100 公益社団法人益田市シルバー人材センター 益田市大谷町334-1 施行令167条の2第1項　第3号 高齢者の就労支援に資するため。


